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議 案 等 質 疑

江
見
線
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ス
運
行
事
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金
（
令
和
７
年
度
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ら
令
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年
度
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債
務
負
担
行
為
限
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６
１
万
円
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学
校
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育
館
空
調
設
備
整
備
調
査
事
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調
査
方
法
や
委
託
先
は
ど
の
よ
う
に
想

定
し
て
い
る
の
か
。

A
図
面
等
に
よ
る
机
上
調
査
と
現
地
調
査

を
行
い
、現
状
の
断
熱
性
能
等
の
調
査
や
設

備
機
器
の
設
置
可
能
ス
ペ
ー
ス
の
確
認
な

ど
を
行
う
。ま
た
、委
託
先
は
指
名
競
争
入

札
に
よ
る
市
内
事
業
者
へ
の
委
託
を
想
定

し
て
い
る
。

Q
猛
暑
の
厳
し
い
中
、一
日
も
早
い
空
調

設
備
の
設
置
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、設
置

の
め
ど
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

A
今
回
の
調
査
結
果
に
基
づ
き
、必
要
な

事
業
費
や
整
備
の
順
番
等
の
様
々
な
課
題

を
整
理
し
た
上
で
、整
備
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を

全
体
方
針
の
中
で
決
定
し
て
い
き
た
い
。

Q
今
回
、調
査
費
を
計
上
す
る
に
至
っ
た

経
緯
は
。

A
小
・
中
学
校
の
体
育
館
は
、子
ど
も
た
ち

の
学
習
生
活
の
場
で
あ
り
、ま
た
、災
害
時

に
は
地
域
の
避
難
所
と
し
て
も
利
用
す
る

重
要
な
施
設
で
あ
る
。近
年
の
猛
暑
に
よ
る

熱
中
症
リ
ス
ク
の
高
ま
り
を
受
け
、空
調
設

備
整
備
の
準
備
の
た
め
調
査
を
行
う
。

Q
こ
の
路
線
の
利
用
者
数
の
現
状
や
推

移
は
。

A
令
和
６
年
度
の
利
用
者
数
は
15
万

７
１
８
０
人
で
あ
る
。
令
和
２
年
度
か
ら

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
利
用
者
数
は
減
少
し
て
い
た
が
、
令

和
5
年
度
に
は
、
県
が
実
施
し
た
県
内
バ

ス
運
賃
無
料
デ
ー
な
ど
の
効
果
も
あ
り
、

大
き
く
増
加
し
た
。

Q
現
在
の
民
間
バ
ス
事
業
者
へ
の
支
援

内
容
は
。

A
現
在
、江
見
線
は
赤
字
路
線
で
あ
り
、

路
線
維
持
の
た
め
、国
や
県
の
補
助
で
は

賄
え
な
い
赤
字
部
分
を
沿
線
の
神
埼
市
や

み
や
き
町
と
協
調
し
て
補
助
し
て
い
る
。

ま
た
、本
市
独
自
の
支
援
と
し
て
、燃
料
油

価
格
の
高
騰
費
用
に
対
す
る
支
援
も
行
っ

て
い
る
。

Q
令
和
13
年
ま
で
の
事
業
費
の
う
ち

佐
賀
市
が
負
担
す
る
額
が
９
４
６
１
万
円

と
の
こ
と
だ
が
、財
源
の
内
訳
は
。

A
運
賃
収
入
が
約
２
１
５
８
万
円
、国
、

こ
の
路
線
の
現
状
や
路
線
維
持
に
向
け
た
今
後
の
見
通
し
は

空
調
設
備
設
置
に
向
け
た
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は

補

補

Q A
議案等質疑とは、議案等について、提出者

（執行部）に不明点や疑問点を聞き、説明や
所見を求めるものです。

補 は「令和 7 年度補正予算」です。

※写真は市立体育館の空調設備

県
の
補
助
金
が
約
１
８
９
２
万
円
、市
の

一
般
財
源
が
約
５
４
１
０
万
円
で
あ
る
。

Q
新
型
車
両
を
２
台
購
入
す
る
と
の
こ
と

だ
が
、購
入
す
る
理
由
と
車
両
の
取
り
扱

い
は
。

A
安
全
性
と
安
定
性
を
確
保
し
、
事
故
や

運
休
リ
ス
ク
を
抑
え
る
た
め
で
あ
る
。
ま

た
、
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
型
の
新
車
導
入
の
場

合
、
国
や
県
の
補
助
制
度
を
活
用
で
き
る
。

新
型
車
両
は
神
埼
市
が
購
入
し
て
神
埼
市

の
財
産
と
し
て
登
録
す
る
が
、
購
入
車
両

を
売
却
す
る
場
合
は
、
各
市
町
の
負
担
割

合
に
応
じ
て
売
却
収
入
を
分
配
す
る
方
向

で
調
整
中
で
あ
る
。

Q
運
行
距
離
に
応
じ
て
負
担
割
合
を
決
め

て
い
る
が
、人
口
や
利
用
者
の
割
合
に
よ

る
調
整
は
検
討
し
な
か
っ
た
の
か
。

A
県
内
の
他
の
路
線
で
も
同
様
の
負
担
方

法
を
採
用
し
て
お
り
、３
市
町
の
協
議
で

も
異
論
は
な
か
っ
た
。
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可決された意見書

特別委員会の設置について

常任委員会の所管変更について

市議会では、国会または関係行政庁に意見書を提出することで、議会としての意思を表明し
ます。12 月定例会では、２件の意見書が全会一致で可決されました。

佐賀市議会では、各常任委員会の議案審査時間の平準化を図るため、常任委員会の名称と所
管の見直しを行いました。見直し後の常任委員会の名称と所管は次のとおりです。

■令和 7 年 10 月 23 日からの常任委員会の名称と所管

12 月定例会において、新たに特別委員会が設置されました。

北部山間地域の活性化に関する調査特別委員会

―特別委員会とは―
特定の事件、重要な問題の審査など、議会が特に必要と認めるとき、その案件ごとに設置する
委員会です。

※意見書の全文は、こちらからご覧いただけます➡

意見書第４号 公立小・中学校の体育館等への空調設備整備に対する支援の充実を求め
る意見書　案

意見書第５号 公立小・中学校の体育館等への空調設備整備に対する支援制度の創設を
求める意見書　案

名称 所管

総 務 委 員 会 総務部、政策推進部、地域振興部、監査委員、選挙管理委員会等の所管事務、
他の常任委員会の所管に属さない事務

福 祉 生 活 委 員 会 市民生活部、保健福祉部、富士大和温泉病院の所管事務
教 育 環 境 委 員 会 環境部、こども未来部、教育委員会の所管事務

産 業 建 設 委 員 会 経済部、農林水産部、都市戦略部、建設部、農業委員会、交通局、上下水道局の
所管事務
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【所管事項】
北部山間地域の活性化に関する諸種調査

【委員構成】◎委員長　○副委員長（令和 7 年 12 月 22 日 現在）


